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選定療養費が改定となります選定療養費が改定となります選定療養費が改定となります選定療養費が改定となります選定療養費が改定となります
　地域医療支援病院である当院では、他の医療機関からの紹介状をお持ちでない患者様に
は、診療費とは別に選定療養費をご負担いただいていますが、令和４年１０月１日より診
療報酬改定に伴い、選定療養費の金額が下記のとおり変更となります。

　（国の公費負担医療制度受給者や、交通事故、労災などは除きます）
この取り組みは、厚生労働省が地域の医療機関との機能の分化および連携の更なる推進を図るた
め、２００床以上の地域医療支援病院に対して設定しているものです。

選定療養費の
種類 対　象　者

令和4年９月 30日まで 令和 4年 10月１日から
改 定 前 改 定 後

再 診 時

初 診 時
初診時に、他の医療機関からの紹
介状を持参せず受診された場合

状態が落ち着き、当院担当医が他
の医療機関へのご紹介を申し出た
後も、当院での診療を希望し受診
された場合

医科　7,700 円（税込）

歯科　5,500 円（税込）

医科　3,300 円（税込）

歯科　2,090 円（税込）

「かかりつけ医」を持ちましょう当院は「地域医療支援病院」です
   みなさん、かかりつけ医をお持ちですか？
「かかりつけ医」とは、日頃の健康相談・健康管理など、病気の初期治療、
継続した治療や緊急時にすぐに相談できる地域の身近な医院のことです。
　日頃の状態を知っていてもらうだけで、いざという時に適切な判断を受け
られます。専門的な検査や治療の必要性があれば、病院へ紹介が受けられま
す。症状が安定すれば、かかりつけ医が引き継ぐことで住み慣れた地域で安
心して暮らすことができます。

医科　5,500 円（税込）

歯科　3,300 円（税込）

医科　2,750 円（税込）

歯科　1,650 円（税込）

高島市民病院は、地域医療の第一線で
活躍されるかかりつけ医を支援し、患
者さんの定期的な診察や投薬など、日
常の健康管理は地域のかかりつけ医が
行い、また入院や専門的な検査・手術
などが必要な場合には、地域医療支援
病院である高島市民病院が行うなど、
機能と役割を分担し、地域の皆さんに
適切な医療を提供できるように取り組
んでいます。

車椅子・全自動血圧計を寄贈いただきました車椅子・全自動血圧計を寄贈いただきました車椅子・全自動血圧計を寄贈いただきました車椅子・全自動血圧計を寄贈いただきました車椅子・全自動血圧計を寄贈いただきました
　深田久江様より
　・車椅子　　　１０台
　・全自動血圧計　２台
をご恵贈いただきました。
　いただきました車椅子・全自
動血圧計は、患者さまに有効に
ご利用いただけるよう、外来等
に配置し、大切に活用させてい
ただきます。
 　ありがとうございました。
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びょういんだよりびょういんだよりびょういんだよりびょういんだよりびょういんだより
高島市民病院高島市民病院高島市民病院高島市民病院高島市民病院
Takashima Municipal Hospital 病院理念

湖西地域の中核病院として、住民の方々の健康を守り、医療の充実に努めます。

基本方針　
１.医療を受けられる方の権利を尊重し、説明と納得・信頼の医療を追求します。
２.医療安全に努め、質の高いチーム医療とあたたかな看護を実践します。
３.救急医療の充実に努めると共に、災害医療にも対応できる病院を目指します。
４.地域の福祉・医療機関と連携し、疾病治療と予防医療を推進します。　
５.継続的な地域医療を実践するため、経営の安定化に努めます。


